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経済協力開発機構 (OECD) の加盟国に限らず、最近ではアジア諸国においても化学物

質総合管理の法整備が進展している。そのような国際環境の下、旧態依然とした縦割り規

制法の不適切かつ不合理な運用により日本の産業界や消費者が困難に直面する事例やリス

ク管理の隙間問題が露呈する事例が頻発している。 
このような国際的な競争力や市民の健康に悪影響を及ぼしかねない窮状を打開するため、

化学生物総合管理学会では 2012 年 3 月 7 日に開催した春季討論集会において、1)化学物

質管理の法体系と国際競争力および 2)化学品法規制と情報のあり方に係る問題点と解決策

について討論を行った (春季討論集会プログラム: http://www.cbims.net/meeting/)。 
その中で、例えば、①化学品の輸出入業務における現行の省庁縦割り規制法に基づく不

適切かつ不合理な扱い、②化学物質届出情報の相互受入れ制度を活用できない事業者の不

利な現況、③家庭用殺虫剤に係る法律の不備によるリスク管理および競争上の不条理、さ

らには④諸外国では法律に基づき管理されている個別製品に係る問題の顕在化などの事例

が問題提起された。 
これらが明らかにすることは、世界の潮流である化学物質総合管理を無視して旧来の縦

割り規制法に固執するあまり袋小路に入り込んでしまった日本の現状である。そしてこの

ような無残な実状を改善する方策は、国際協調を重視して化学物質のリスク評価やリスク

管理を包括的に扱う化学物質総合管理法制を早急に整備するとともに、それを一元的に執

行する中核的な行政機関と評価機関を設置すること以外にはないことも明白になった。 
 最近、厚生労働省、経済産業省および環境省は「今後の化学物質管理政策に関する合

同検討会」を設置し、労働者保護、消費者保護、環境保護の総合的な視点に立って体系的

に危険有害性情報の収集・評価等を進める方策について論議に着手した。このような合同

検討会の設置は歓迎されるものの、SAICM に基づく国際協調活動の進展に鑑みれば事は

急を要する。それゆえ、３省が検討会を設置したことを契機に論議の活性化に資するため、

春季討論集会の意見交換を踏まえて化学物質総合管理法の法律要綱 (試案) を策定し化学

生物総合管理学会ホームページの「論議の輪」欄に投稿して公表することとした (論議の

輪: http://www.cbims.net/ronginowa.html )。 
より良い法律案の策定に活かすために、論議の輪の場を活用して議論を深めていきたい。

社会の広幅な人々から多数のご意見が論議の輪に寄せられることを期待する。とりわけ、

合同検討会を主催する３省をはじめとする各省庁および合同検討会の構成委員の方々、さ

らには各省の化学物質のリスク評価や管理に係る審議会や委員会の委員や専門委員の皆様

の厳しい批判を心より歓迎する。 
 
 別紙：化学物質の総合管理に関する法律案要綱 (試案) 



第
一
章 
総
則 

【
別
紙
】 

化
学
物
質
の
総
合
管
理
に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
試
案
） 

一
．
目
的 

 

こ
の
法
律
は
、
社
会
経
済
活
動
及
び
市
民
生
活
で
使
用
さ
れ
る
化
学
物
質
（
以
下
、
取
扱
化
学
物
質
と
い
う
。）
の
製
造
・
使
用
の
過
程
に
お
け
る
人
及
び
環
境

に
与
え
う
る
影
響
を
効
率
的
か
つ
包
括
的
に
適
正
管
理
す
る
た
め
、
現
行
関
連
法
規
に
分
散
す
る
化
学
物
質
規
制
を
改
善
す
る
と
と
も
に
、
国
際
的
慣
行
に
整
合

す
る
総
合
的
な
管
理
制
度
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
リ
ス
ク
管
理
能
力
の
向
上
と
透
明
性
の
改
善
、
さ
ら
に
は
国
際
競
争
力
の
維
持
・
向
上
と
雇

用
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

な
お
、
国
際
的
慣
行
に
整
合
す
る
新
た
な
総
合
的
管
理
制
度
の
基
本
は
、
化
学
物
質
の
特
性
で
あ
る
人
及
び
環
境
に
対
す
る
危
険
有
害
性
（
以
下
、
ハ
ザ
ー
ド

と
い
う
。）
を
包
括
的
に
評
価
し
て
分
類
し
、
そ
の
結
果
に
人
及
び
環
境
の
化
学
物
質
へ
の
曝
露
の
程
度
を
加
味
し
て
実
際
の
影
響
の
可
能
性
（
以
下
、
リ
ス
ク
と

い
う
。
）
を
包
括
的
に
初
期
評
価
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
に
基
づ
き
リ
ス
ク
を
適
正
に
管
理
す
る
方
策
を
講
ず
る
管
理
の
標
準
的
手
順
並
び
に
国
際
的
に
整
合
す
る

基
本
的
な
管
理
制
度
を
整
備
し
て
こ
れ
を
一
元
的
か
つ
体
系
的
に
運
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

ま
た
、
社
会
の
リ
ス
ク
管
理
能
力
の
向
上
お
よ
び
透
明
性
の
改
善
に
は
取
扱
化
学
物
質
の
管
理
の
実
態
を
関
係
者
全
体
で
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、

一
元
的
か
つ
体
系
的
に
運
用
さ
れ
る
基
本
的
管
理
制
度
の
情
報
を
統
一
的
に
共
有
公
開
す
る
情
報
管
理
基
盤
を
整
備
す
る
。 

 

二
．
適
用
範
囲 

 

三
．
定
義
等 

 

こ
の
法
律
に
お
け
る
用
語
に
つ
い
て
以
下
の
定
義
を
設
け
る
。 

 

た
だ
し
、
医
薬
品
、
食
品
添
加
物
、
農
薬
な
ど
ハ
ザ
ー
ド
及
び
リ
ス
ク
の
評
価
が
他
の
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
厳
し
く
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
わ
れ
て

い
る
範
囲
に
お
い
て
そ
れ
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
該
当
す
る
化
学
物
質
で
あ
っ
て
も
、
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
評
価
さ
れ
な

い
人
又
は
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
及
び
リ
ス
ク
は
こ
の
法
律
の
対
象
に
加
え
る
。 

（
１
）「
化
学
物
質
」
と
は
、
元
素
、
同
位
体
ま
た
は
化
合
物
で
構
成
さ
れ
社
会
で
取
り
扱
わ
れ
る
も
の
を
い
い
、
そ
の
も
の
が
天
然
の
も
の
で
あ
る
か
人
工
の
も

の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
微
小
形
態
の
も
の
も
含
め
る
。 

こ
の
法
律
は
、
国
内
で
製
造
（
輸
入
を
含
む
。
）
・
流
通
・
消
費
そ
し
て
廃
棄
さ
れ
る
す
べ
て
の
化
学
物
質
を
対
象
と
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
化
学
物
質
を
含
有

す
る
製
品
も
こ
の
法
律
の
対
象
と
し
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
、
以
下
、
化
学
物
質
等
と
い
う
。 
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（
７
）「
詳
細
調
査
」
と
は
、（
１
）
の
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、（
５
）
の
曝
露
評
価
及
び
（
６
）
の
初
期
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
結
果
、
ハ
ザ
ー
ド
デ
ー
タ
、
曝
露
デ
ー

タ
な
ど
の
不
足
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
確
定
で
き
な
か
っ
た
ハ
ザ
ー
ド
、
曝
露
及
び
リ
ス
ク
の
う
ち
、
人
又
は
環
境
へ
の
影
響
の
懸
念
を
確
定
す
る
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
ハ
ザ
ー
ド
、
曝
露
及
び
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
収
集
す
べ
き
ハ
ザ
ー
ド
デ
ー
タ
、
曝
露
デ
ー
タ
そ
の
他
を
特
定
し
て
行
う
追

加
の
調
査
を
い
う
。 

（
６
）「
初
期
リ
ス
ク
評
価
」
と
は
、
取
扱
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
を
包
括
的
に
評
価
し
た
結
果
に
当
該
化
学
物
質
の
取
扱
い
に
伴
う
人
及

び
環
境
の
曝
露
を
加
味
し
て
、
実
際
の
影
響
の
可
能
性
を
国
際
的
に
整
合
し
た
判
断
規
準
に
照
ら
し
て
包
括
的
に
初
期
評
価
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
５
）「
曝
露
評
価
」
と
は
、
国
際
的
に
整
合
し
た
手
順
に
従
っ
て
化
学
物
質
等
の
製
造
・
使
用
の
工
程
（
消
費
を
含
む
）
か
ら
排
出
又
は
漏
洩
す
る
化
学
物
質
の

量
を
調
べ
て
、
人
（
作
業
者
、
消
費
者
、
一
般
市
民
）
及
び
環
境
の
曝
露
の
程
度
を
見
積
も
る
こ
と
を
い
う
。 

（
４
）「
ハ
ザ
ー
ド
表
示
」
と
は
、
上
記
の
包
括
的
な
ハ
ザ
ー
ド
分
類
の
結
果
に
基
づ
き
国
際
的
に
整
合
し
た
表
示
規
準
に
従
っ
て
ラ
ベ
ル
や
標
札
を
作
成
し
、
危

険
有
害
化
学
物
質
等
の
容
器
・
包
装
に
表
示
す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
３
）「
ハ
ザ
ー
ド
分
類
」
と
は
、
取
扱
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
を
国
際
的
に
整
合
し
た
ハ
ザ
ー
ド
分
類
規
準
に
照
ら
し
て
包
括
的
に
分
類

す
る
こ
と
を
い
う
。 

（
２
）「
ハ
ザ
ー
ド
評
価
」
と
は
、
取
扱
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
を
国
際
的
に
整
合
し
た
判
断
規
準
に
照
ら
し
て
包
括
的
に
評
価
す
る
こ
と

を
い
う
。 

（10

）「
高
懸
念
化
学
物
質
」
と
は
、
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
が
（
３
）
項
の
分
類
規
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
強
い
か
又
は
強
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
化

学
物
質
で
あ
っ
て
、
当
該
化
学
物
質
に
つ
い
て
初
期
リ
ス
ク
評
価
又
は
詳
細
評
価
を
行
っ
た
結
果
、
国
内
に
お
け
る
そ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
特
定
の
制
限
等

（
９
）「
新
規
化
学
物
質
」
と
は
、
前
号
に
規
定
す
る
取
扱
化
学
物
質
の
一
覧
表
に
収
載
さ
れ
て
い
な
い
化
学
物
質
で
あ
っ
て
、
国
内
に
お
け
る
取
扱
い
が
新
た
に

予
定
さ
れ
る
化
学
物
質
を
い
う
。 

（
８
）「
取
扱
化
学
物
質
」
と
は
、
国
内
の
社
会
経
済
活
動
及
び
市
民
生
活
に
お
い
て
現
に
使
用
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
を
い
い
、
化
学
物
質
の
特
定
は
国
際
的
な

命
名
法 (IU

PA
C

) 

に
よ
る
名
称
とC

A
S

番
号
を
用
い
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

な
お
、
表
示
規
準
は
前
項
の
ハ
ザ
ー
ド
の
包
括
的
な
分
類
規
準
と
と
も
に
、
国
連
経
済
社
会
理
事
会
が
勧
告
し
た
化
学
物
質
の
分
類
及
び
表
示
の
世
界
調
和

体
系 (G

H
S)

に
従
っ
て
別
途
定
め
る
。 

な
お
、
取
扱
化
学
物
質
の
一
覧
表
は
、
第
三
章
に
規
定
す
る
管
理
の
実
態
調
査
の
初
回
調
査
で
把
握
さ
れ
る
取
扱
化
学
物
質
を
基
礎
と
し
て
編
纂
し
、
そ
れ

以
降
に
事
業
者
が
届
け
出
る
次
号
の
新
規
化
学
物
質
を
そ
の
都
度
加
え
て
更
新
し
、
５
年
ご
と
に
実
施
す
る
実
態
調
査
に
よ
り
確
認
す
る
。 

な
お
、
曝
露
評
価
の
手
順
は
経
済
協
力
開
発
機
関
が
策
定
し
た
排
出
シ
ナ
リ
オ
書
に
関
す
る
手
引
書
等
に
従
っ
て
別
途
定
め
る
。 

な
お
、
判
断
規
準
は
経
済
協
力
開
発
機
関
が
確
立
し
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
情
報
デ
ー
タ
セ
ッ
ト (SID

S) 

等
に
従
っ
て
別
途
定
め
る
。 

な
お
、
分
類
規
準
は
国
連
経
済
社
会
理
事
会
が
勧
告
し
た
化
学
物
質
の
分
類
及
び
表
示
の
世
界
調
和
体
系 (G

H
S)

に
従
っ
て
別
途
定
め
る
。 

な
お
、
判
断
規
準
は
経
済
協
力
開
発
機
関
が
確
立
し
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
情
報
デ
ー
タ
セ
ッ
ト (SID

S)

に
従
っ
て
別
途
定
め
る
。 
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（15

）
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
化
学
物
質
等
に
係
る
評
価
等
の
業
務
を
包
括
的
に
担
う
総
合
評
価
機
関
を
設
置
し
そ
の
名
称
を
「
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
」

と
す
る
。 

 

四
．
社
会
各
層
の
責
務 

 

こ
の
法
律
の
目
的
の
一
つ
は
、
国
際
的
慣
行
に
整
合
す
る
新
た
な
総
合
的
管
理
制
度
を
設
け
て
社
会
の
リ
ス
ク
管
理
能
力
の
向
上
と
透
明
性
の
改
善
、
さ
ら
に

は
国
際
競
争
力
の
維
持
・
向
上
と
雇
用
の
確
保
を
図
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
管
理
の
当
事
者
で
あ
る
事
業
者
、
取
扱
作
業
者
、
消
費
者
、

一
般
市
民
お
よ
び
政
府
の
そ
れ
ぞ
れ
が
担
う
べ
き
リ
ス
ク
管
理
上
の
役
割
・
責
務
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
規
定
の
順
序
は
、
リ
ス
ク
管
理
を
実
際
に
担

う
者
の
役
割
・
責
務
を
優
先
的
に
掲
げ
、
政
府
の
役
割
・
責
務
は
そ
れ
ら
を
前
提
に
規
定
す
る
。 

（
１
）
事
業
者
は
、
取
扱
化
学
物
質
等
の
す
べ
て
に
つ
い
て
主
体
的
に
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
を
包
括
的
に
評
価
し
て
分
類
し
、
そ
し
て
化
学
物
質
等

の
製
造
・
使
用
の
状
況
等
に
つ
い
て
人
及
び
環
境
の
曝
露
の
程
度
を
見
積
も
っ
て
実
際
の
影
響
の
リ
ス
ク
を
評
価
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
結
果
に
基
づ
き
適

切
な
製
造
条
件
、
使
用
条
件
、
流
通
条
件
な
ど
を
決
め
て
事
業
活
動
を
適
正
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
関
係
事
業
者
及
び
消
費
者
な
ど
に
適
切
な
情
報
を
提

供
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（13

）「
初
期
リ
ス
ク
評
価
書
」
と
は
、
取
扱
化
学
物
質
が
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
に
つ
い
て
包
括
的
な
初
期
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
際
に
、
そ
の
評
価
の

過
程
の
詳
細
及
び
結
果
を
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
手
引
き
に
従
っ
て
記
述
し
た
文
書
を
い
う
。 

（12

）「
曝
露
シ
ナ
リ
オ
書 (E

SD
)

」
と
は
、
化
学
物
質
等
の
製
造
・
使
用
の
工
程
に
つ
い
て
取
扱
化
学
物
質
の
排
出
・
漏
洩
の
状
況
を
把
握
し
て
人
及
び
環
境
の

曝
露
の
程
度
を
見
積
も
っ
た
際
に
、
そ
の
見
積
も
り
の
過
程
の
詳
細
及
び
結
果
を
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
手
引
き
に
従
っ
て
記
述
し
た
文
書
を
い
う
。 

 

（14

）
こ
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
化
学
物
質
総
合
管
理
に
係
る
事
務
を
包
括
的
に
執
行
す
る
新
た
な
行
政
機
関
を
設
置
し
そ
の
名
称
を
「
化
学
物
質
総
合
管
理

庁
」
と
す
る
。 

（11
）「
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト (SD

S)

」
と
は
、
取
扱
化
学
物
質
及
び
特
定
の
危
険
有
害
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
品
に
つ
い
て
、
そ
の
出
所
、
人
及
び
環
境
に
対

す
る
ハ
ザ
ー
ド
に
関
す
る
情
報
、
主
な
用
途
、
そ
の
用
途
で
の
曝
露
防
止
等
の
取
扱
注
意
、
規
制
情
報
、
処
理
処
分
の
推
奨
方
法
な
ど
を
国
際
的
な
規
準
に

整
合
し
た
指
針
に
従
っ
て
記
述
し
た
文
書
を
い
う
。 

な
お
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
作
成
お
よ
び
交
付
の
指
針
は
、
国
連
経
済
社
会
理
事
会
が
勧
告
し
た
化
学
物
質
の
分
類
及
び
表
示
の
世
界
調
和
体
系 (G

H
S) 

等
に
従
っ
て
別
途
策
定
す
る
。 

を
設
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
る
化
学
物
質
を
い
う
。 

な
お
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
書
の
作
成
手
引
き
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
が
策
定
し
た
高
生
産
量
化
学
物
質
の
点
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
従
っ
て
別
途
策
定
す
る
。 

な
お
、
曝
露
シ
ナ
リ
オ
書
の
作
成
手
引
き
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
が
策
定
し
た
排
出
シ
ナ
リ
オ
書
に
関
す
る
手
引
書
等
に
従
っ
て
別
途
策
定
す
る
。 

な
お
、
高
懸
念
化
学
物
質
に
係
る
分
類
基
準
に
つ
い
て
は
、
関
連
法
規
お
よ
び
国
際
的
慣
例
と
の
整
合
性
を
考
慮
し
て
別
途
定
め
る
。 
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事
業
者
は
ま
た
、
化
学
物
質
等
を
取
り
扱
う
作
業
者
が
組
織
の
リ
ス
ク
管
理
計
画
の
遂
行
に
効
果
的
に
参
加
す
る
た
め
、
事
業
所
で
取
り
扱
う
化
学
物
質
及

び
曝
露
防
止
対
策
等
に
関
す
る
情
報
を
作
業
者
に
周
知
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
２
）
化
学
物
質
等
を
取
り
扱
う
作
業
者
は
、
取
り
扱
う
す
べ
て
の
化
学
物
質
等
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
認
識
し
、
事
業
者
と
協
働
し
て
リ
ス
ク
管

理
計
画
に
則
り
作
業
を
適
切
に
遂
行
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
３
）
化
学
物
質
を
含
有
す
る
消
費
者
用
製
品
を
使
用
す
る
者
は
、
使
用
す
る
製
品
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
認
識
し
、
事
業
者
が
提
示
す
る
取
扱
注

意
書
等
に
留
意
し
て
適
切
に
使
用
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
４
）
一
般
市
民
は
、
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
リ
ス
ク
を
認
識
し
、
政
府
及
び
事
業
者
そ
の
他
が
実
施
す
る
リ
ス
ク
管
理
に
か
か
わ
る
活
動
に
協
働

す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
５
）
政
府
は
、
当
事
者
の
主
体
的
な
自
主
管
理
を
尊
重
し
つ
つ
、
公
正
な
政
策
に
基
づ
い
て
化
学
物
質
等
が
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
リ
ス
ク
を
実
効

的
か
つ
効
率
的
に
管
理
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

政
府
は
ま
た
、
化
学
物
質
管
理
に
係
る
国
内
外
の
動
向
を
計
画
的
か
つ
体
系
的
に
把
握
し
て
公
表
し
つ
つ
、
国
内
の
管
理
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
方
策

を
定
期
的
に
取
り
ま
と
め
て
法
律
制
度
の
見
直
し
を
含
め
た
改
善
計
画
を
立
案
し
か
つ
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

政
府
は
ま
た
、
化
学
物
質
管
理
の
科
学
的
技
術
的
基
盤
を
充
実
し
つ
つ
、
管
理
に
必
要
な
専
門
的
人
材
の
育
成
と
教
養
教
育
を
強
化
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

政
府
は
さ
ら
に
、
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
管
理
に
複
数
の
省
庁
が
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
留
意
し
て
、
関
係
省
庁
間
の
円
滑
な
協
議
及
び
調
整
を
確
保
し
協
働

す
る
責
務
を
有
し
、
そ
の
責
務
の
実
施
に
お
い
て
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
お
よ
び
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
は
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
。 

 

第
二
章 

管
理
の
標
準
的
手
順 

 

な
お
、
管
理
の
標
準
的
な
手
順
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
な
整
合
性
に
留
意
し
て
指
針
ま
た
は
手
引
き
を
策
定
し
て
公
表
す
る
。 

 

化
学
物
質
が
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
を
適
切
に
管
理
す
る
標
準
的
な
手
順
は
、
リ
ス
ク
評
価
・
管
理
の
透
明
性
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
以

下
の
各
項
に
従
っ
て
行
う
こ
と
を
基
本
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
事
業
者
が
取
扱
化
学
物
質
に
つ
い
て
主
体
的
に
リ
ス
ク
を
評
価
し
管
理
す
る
場
合
に
も
、
ま
た
政
府

が
事
業
者
の
リ
ス
ク
評
価
・
管
理
の
状
況
を
検
証
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
手
順
に
則
っ
て
行
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。 

 

④ 

ハ
ザ
ー
ド
の
包
括
的
な
評
価
の
結
果
及
び
人
と
環
境
の
包
括
的
な
曝
露
評
価
の
結
果
を
用
い
て
、
化
学
物
質
が
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
リ
ス
ク
を

包
括
的
に
初
期
評
価
す
る
。 

③ 

化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
の
過
程
に
お
け
る
化
学
物
質
の
排
出
・
漏
洩
の
状
況
を
把
握
し
て
人
（
作
業
者
、
消
費
者
、
一
般
市
民
）
及
び
環
境
の
曝
露
を
包

括
的
に
評
価
す
る
。 

② 

化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
を
包
括
的
か
つ
一
元
的
に
評
価
し
て
分
類
す
る
。 

① 

化
学
物
質
等
の
製
造
（
輸
入
を
含
む
）
か
ら
使
用
（
自
家
消
費
を
含
む
）
・
廃
棄
に
至
る
流
通
実
態
を
包
括
的
か
つ
計
画
的
に
把
握
す
る
。 
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⑤ 

人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
の
包
括
的
な
評
価
と
分
類
の
結
果
、
人
及
び
環
境
の
曝
露
の
包
括
的
評
価
の
結
果
、
並
び
に
初
期
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
に

基
づ
い
て
、
必
要
な
場
合
に
は
追
加
の
調
査
を
行
い
、
以
下
の
措
置
を
必
要
に
応
じ
て
講
ず
る
。 

イ
）
化
学
物
質
の
製
造
、
流
通
、
使
用
及
び
廃
棄
を
適
切
に
管
理
す
る
措
置
を
講
ず
る
。 

ロ
）
化
学
物
質
の
取
扱
い
に
関
わ
り
を
持
つ
当
事
者
間
で
管
理
に
関
す
る
情
報
を
共
有
し
つ
つ
、
協
働
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。 

ハ
）
人
又
は
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
懸
念
が
著
し
く
高
い
化
学
物
質
を
特
定
し
、
製
造
又
は
使
用
に
お
い
て
条
件
を
付
し
た
り
適
切
な
制
限
を
加
え
た
り
す

る
措
置
を
講
ず
る
。
ま
た
、
他
の
法
規
の
危
険
有
害
化
学
物
質
に
該
当
す
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
規
を
所
掌
す
る
省
庁
と
の
協
働
の
下
に
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
。 

 

第
三
章 

基
本
的
管
理
制
度 

 

こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
化
学
物
質
に
つ
い
て
以
下
の
六
つ
の
基
本
的
管
理
制
度
を
設
け
る
。
そ
し
て
こ
の
法
律
を
所
掌
す
る
化
学
物
質
総
合
管

理
庁
（
第
四
章
一
項
参
照
）
が
そ
れ
ら
を
包
括
的
か
つ
一
元
的
に
執
行
す
る
。 

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
体
系
的
に
施
行
し
か
つ
透
明
性
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
及
び
実

施
計
画
を
定
め
公
表
し
て
運
用
す
る
。 

 

一
．
管
理
の
実
態
調
査 

 

二
．
取
扱
化
学
物
質
の
評
価 

（
１
）
事
業
者
が
取
り
扱
う
化
学
物
質
の
管
理
の
立
場
か
ら
一
項
に
基
づ
い
て
提
出
す
る
取
扱
化
学
物
質
（
自
家
消
費
す
る
も
の
を
含
む
）
の
管
理
の
実
態
に
関

（
５
）
実
態
調
査
は
、
製
造
事
業
者
、
輸
入
事
業
者
お
よ
び
使
用
事
業
者
に
つ
い
て
５
年
の
間
隔
で
行
い
、
そ
の
都
度
、
情
報
管
理
基
盤
を
更
新
し
、
情
報
提
出

者
の
営
業
上
の
機
密
情
報
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
公
表
す
る
。 

（
４
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
事
業
所
管
省
な
ど
の
協
力
を
得
て
、
初
回
の
実
態
調
査
の
結
果
に
基
づ
き
国
内
に
お
け
る
取
扱
化
学
物
質
の
一
覧
表
を
編
纂

す
る
と
と
も
に
、
逐
次
改
訂
す
る
。 

（
３
）
実
態
調
査
の
調
査
項
目
は
、
曝
露
関
連
情
報
（
組
成
、
流
通
量
、
使
用
類
型
、
曝
露
発
生
源
な
ど
）
及
び
自
主
管
理
の
主
要
な
裏
付
資
料
で
あ
る
ハ
ザ
ー

ド
情
報
、
曝
露
シ
ナ
リ
オ
書
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
書
、
ハ
ザ
ー
ド
分
類
・
表
示
及
び
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
な
ど
の
整
備
状
況
の
調
査
を
基
本
と
す
る
。 

（
２
）
調
査
を
行
う
対
象
化
学
物
質
の
範
囲
は
、
事
業
者
が
自
家
消
費
す
る
も
の
を
含
め
、
医
薬
品
、
食
品
添
加
物
、
農
薬
な
ど
他
の
法
令
に
よ
り
一
部
の
側
面

の
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
化
学
物
質
を
含
め
て
、
す
べ
て
の
化
学
物
質
と
す
る
。 

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
が
実
施
す
る
化
学
物
質
等
の
管
理
の
実
態
調
査
は
、
国
内
に
お
け
る
化
学
物
質
等
の
管
理
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
て
必
要
な
基

礎
情
報
を
整
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
及
び
実
施
計
画
を
策
定
し
て
実
施
す
る
。 
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す
る
情
報
を
点
検
・
評
価
す
る
と
と
も
に
、
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
を
確
定
し
、
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
初
期
リ
ス
ク

評
価
を
実
施
し
、
そ
し
て
、
追
加
の
調
査
の
必
要
性
や
リ
ス
ク
管
理
対
策
の
必
要
性
並
び
に
高
懸
念
化
学
物
質
や
他
の
法
規
の
危
険
有
害
物
質
へ
の
該
当
性

を
判
定
す
る
制
度
を
設
け
る
。 

（
２
）
こ
の
制
度
で
評
価
の
対
象
と
な
る
化
学
物
質
の
種
類
は
極
め
て
多
い
。
そ
の
た
め
、
取
扱
量
、
用
途
、
既
知
の
高
懸
念
化
学
物
質
や
そ
れ
ら
と
の
構
造
類

似
性
な
ど
に
基
づ
き
対
象
化
学
物
質
を
選
定
し
つ
つ
段
階
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
及
び
実
施
計
画
を
策
定
し

て
実
施
す
る
。 

（
３
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
こ
の
対
象
化
学
物
質
に
つ
い
て
事
業
者
が
提
出
す
る
ハ
ザ
ー
ド
情
報
や
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
の
結
果
に
自
ら
収
集
し
た

ハ
ザ
ー
ド
情
報
等
を
加
え
て
精
査
し
、
対
象
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
を
確
定
し
、
ハ
ザ
ー
ド
に
関
し
て
追
加
の
調
査

の
必
要
性
お
よ
び
高
懸
念
化
学
物
質
や
他
の
法
規
の
危
険
有
害
化
学
物
質
へ
の
該
当
性
を
判
定
す
る
。 

ま
た
、
こ
の
対
象
化
学
物
質
に
つ
い
て
事
業
者
が
提
出
す
る
取
扱
量
、
用
途
、
生
産
・
使
用
の
状
況
な
ど
の
曝
露
関
連
情
報
お
よ
び
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
な

ど
に
自
ら
収
集
し
た
曝
露
関
連
情
報
及
び
リ
ス
ク
評
価
情
報
を
加
え
て
精
査
し
、
自
ら
も
人
及
び
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
初
期
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
て
曝
露

又
は
リ
ス
ク
に
関
す
る
追
加
の
調
査
の
必
要
性
お
よ
び
他
の
法
規
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
対
策
の
必
要
性
に
つ
い
て
判
定
す
る
。 

そ
し
て
、
他
の
法
規
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
判
定
し
た
場
合
に
は
該
当
法
規
に
よ
る
規
制
の
必
要
性
に
つ
い
て
他
の
省
庁
と
協
議
す
る
。 

（
４
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
こ
れ
ら
の
評
価
の
結
果
を
情
報
管
理
基
盤
の
構
築
に
活
用
し
、
情
報
提
出
者
の
営
業
上
の
機
密
情
報
を
保
護
す
る
措
置
を
講

じ
つ
つ
公
表
す
る
。 

 

三
．
新
規
化
学
物
質
等
の
評
価 

 

四
．
高
懸
念
化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
の
確
認 

（
１
）
高
懸
念
化
学
物
質
の
製
造
及
び
使
用
の
確
認
制
度
は
、
人
又
は
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
が
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
分
類
規
準
に
照
ら
し
て
著
し
く

強
い
か
又
は
強
い
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
化
学
物
質
の
製
造
及
び
使
用
に
つ
い
て
、
或
い
は
、
人
又
は
環
境
に
対
す
る
曝
露
が
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
規

（
２
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
届
出
資
料
に
基
づ
い
て
届
出
者
が
実
施
し
た
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
、
取
扱
実
態
に
則
し
た

リ
ス
ク
評
価
や
リ
ス
ク
管
理
対
策
な
ど
に
つ
い
て
確
認
し
、
二
項
の
取
扱
化
学
物
質
の
評
価
に
準
じ
た
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
。 

（
１
）
一
項
に
述
べ
た
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
が
定
期
的
に
実
施
す
る
管
理
の
実
態
調
査
と
は
別
に
、
事
業
者
が
国
内
に
お
け
る
取
扱
い
を
新
た
に
予
定
す
る
化

学
物
質
（
新
規
化
学
物
質
）
及
び
取
扱
化
学
物
質
の
一
覧
表
に
既
に
収
載
さ
れ
て
い
る
化
学
物
質
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
人
又
は
環
境
に
対
す
る
強
い
ハ
ザ

ー
ド
が
新
た
に
見
出
さ
れ
た
り
、
取
扱
量
、
用
途
な
ど
が
変
化
し
た
り
し
て
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
及
び
初
期
リ
ス
ク
評
価
を
改
め
て
行
う
必
要
が
あ

る
場
合
に
つ
い
て
、
取
扱
事
業
者
が
管
理
の
詳
細
な
ど
を
記
述
し
た
文
書
を
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
に
届
け
出
る
制
度
を
設
け
る
。 
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（
２
）
特
定
の
危
険
有
害
物
質
及
び
そ
れ
を
含
有
す
る
製
品
の
容
器
・
包
装
に
は
、
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
指
針
に
従
っ
て
一
律
の
ハ
ザ
ー
ド
表
示
（
ラ
ベ

ル
表
示
や
標
札
）
を
付
け
る
。 

準
に
照
ら
し
て
著
し
く
広
範
囲
に
及
ぶ
か
又
は
及
ぶ
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
化
学
物
質
の
製
造
及
び
使
用
に
つ
い
て
、
人
又
は
環
境
に
与
え
う
る
影
響
の
リ
ス

ク
を
未
然
に
防
止
す
る
処
置
と
し
て
、
事
業
者
及
び
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
が
実
施
す
る
初
期
リ
ス
ク
評
価
又
は
詳
細
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
国
内
に
お
け

る
取
扱
い
に
対
し
て
一
律
の
条
件
又
は
制
限
を
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
に
よ
り
適
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
２
）
こ
の
制
度
に
お
け
る
高
懸
念
化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
の
制
限
等
と
し
て
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
や
詳
細
評
価
の
結
果
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
懸
念
の
程
度
に

応
じ
て
、
製
造
・
使
用
の
禁
止
、
特
定
の
用
途
で
の
使
用
の
禁
止
、
標
準
的
な
使
用
条
件
の
設
定
な
ど
の
措
置
を
柔
軟
か
つ
弾
力
的
に
講
ず
る
。 

（
３
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
に
よ
り
高
懸
念
化
学
物
質
を
選
別
す
る
た
め
の
選
定
規
準
を
定
め
、
選
定
規
準
に
該
当
す

る
高
懸
念
化
学
物
質
を
特
定
し
、
そ
し
て
、
そ
の
製
造
又
は
使
用
に
つ
い
て
の
制
限
等
を
定
め
て
一
覧
表
を
編
纂
す
る
。 

（
４
）
事
業
者
は
、
高
懸
念
化
学
物
質
を
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
る
制
限
等
の
下
で
新
た
に
製
造
又
は
使
用
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
製
造
又
は
使
用
の
工
程
及

び
実
際
の
取
扱
い
に
応
じ
た
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
と
リ
ス
ク
管
理
対
策
の
計
画
を
届
け
出
て
確
認
を
受
け
る
。 

（
５
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
事
業
者
が
提
出
す
る
届
出
資
料
の
内
容
を
精
査
し
て
、
事
業
者
が
実
施
を
予
定
す
る
リ
ス
ク
管
理
対
策
に
不
備
を
認
め
た
場

合
に
は
、
理
由
を
付
し
て
そ
の
是
正
を
文
書
に
よ
り
三
十
日
以
内
に
勧
告
す
る
。 

 

五
．
当
事
者
間
の
情
報
共
有 

 

（
４
）
化
学
物
質
等
を
使
用
す
る
事
業
者
は
、
そ
の
者
の
用
途
が
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
に
記
載
さ
れ
る
用
途
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
用
途
の
実
態
に
応
じ
て
曝

露
評
価
及
び
リ
ス
ク
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
取
扱
条
件
を
決
め
て
適
切
に
管
理
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
化
学
物
質
等
の
使
用
者
が
管
理
の
詳
細

を
記
述
し
た
文
書
を
作
成
し
て
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
に
届
け
出
る
。 

（
３
）
化
学
物
質
等
を
取
り
扱
う
事
業
者
は
、
化
学
物
質
の
製
造
・
使
用
の
工
程
に
つ
い
て
人
及
び
環
境
の
曝
露
の
程
度
を
見
積
も
る
際
に
化
学
物
質
の
排
出
・

漏
洩
の
状
況
お
よ
び
見
積
も
り
結
果
等
を
記
述
し
た
曝
露
シ
ナ
リ
オ
書
を
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
手
引
き
に
従
っ
て
作
成
す
る
。
そ
し
て
、
他
の
者
が

そ
の
事
業
者
に
代
わ
っ
て
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
際
に
は
、
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
者
に
必
要
な
情
報
を
記
述
し
た
曝
露
シ
ナ
リ
オ
書
を
提
示
す
る
。 

（
１
）
化
学
物
質
等
を
取
り
扱
う
当
事
者
間
の
情
報
共
有
制
度
と
し
て
、
化
学
物
質
及
び
特
定
の
危
険
有
害
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
品
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
イ
ン

に
沿
っ
た
移
動
に
際
し
て
、
荷
送
人
が
そ
れ
ら
化
学
物
質
等
の
出
所
、
人
及
び
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
に
関
す
る
情
報
、
主
な
用
途
、
そ
の
用
途
で
の
曝

露
防
止
対
策
等
の
取
扱
注
意
、
規
制
情
報
、
処
理
処
分
の
推
奨
方
法
な
ど
を
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
指
針
に
従
っ
て
記
述
し
た
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト 

(SD
S) 

を
荷
受
人
に
交
付
す
る
制
度
を
設
け
る
。 

な
お
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
交
付
が
必
要
な
特
定
の
危
険
有
害
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
品
に
つ
い
て
は
国
際
的
な
規
準
に
整
合
し
た
指
針
に
お
い
て

必
要
な
規
定
を
設
け
る
。 
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六
．
情
報
管
理
及
び
情
報
公
開 

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
化
学
物
質
管
理
の
実
態
調
査
で
事
業
者
が
提
出
し
た
取
扱
管
理
の
情
報
及
び
事
業
者
が
提
出
し
た
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
、

曝
露
評
価
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
、
詳
細
調
査
、
リ
ス
ク
管
理
対
策
そ
の
他
の
国
内
外
の
関
連
情
報
並
び
に
自
ら
収
集
し
た
こ
れ
ら
の
情
報
に
つ
い
て
適
正
な

管
理
の
基
礎
と
す
る
た
め
情
報
管
理
基
盤
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
国
際
的
な
動
向
に
整
合
し
た
準
則
を
定
め
る
。 

（
２
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
前
項
の
情
報
管
理
基
盤
を
基
に
し
て
、
取
扱
化
学
物
質
の
国
内
流
通
量
、
主
な
用
途
及
び
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
、
曝
露

の
評
価
や
初
期
リ
ス
ク
評
価
の
状
況
、
そ
の
他
関
連
情
報
を
情
報
提
出
者
の
営
業
上
の
機
密
情
報
を
保
護
す
る
措
置
を
講
じ
つ
つ
編
集
し
利
用
し
や
す
い
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
て
広
く
社
会
に
公
開
す
る
。 

 第
四
章 

執
行
体
制
の
整
備 

 

こ
の
法
律
の
目
的
の
一
つ
は
、
多
岐
に
分
散
し
て
非
効
率
な
現
行
関
連
法
規
に
基
づ
く
化
学
物
質
規
制
の
効
率
性
や
整
合
性
を
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
た
め
そ
れ
を
実
現
す
る
方
策
と
し
て
、
化
学
物
質
総
合
管
理
を
担
う
中
核
的
行
政
機
関
と
そ
れ
に
付
随
す
る
化
学
物
質
総
合
評
価
機
関
を
新
設
す
る
こ

と
と
し
、
そ
れ
ら
の
機
関
が
こ
の
法
律
に
定
め
る
基
本
的
管
理
制
度
を
一
元
的
に
執
行
す
る
。 

 

一
．
一
元
的
所
管
行
政
機
関
の
設
置 

 

二
．
関
係
省
庁
間
の
協
議
・
調
整
及
び
協
働
等 

（
４
）
政
府
は
事
業
者
、
労
働
者
、
消
費
者
お
よ
び
市
民
な
ど
と
の
化
学
物
質
の
評
価
・
管
理
に
関
す
る
情
報
の
共
有
や
協
働
を
促
す
有
効
な
方
策
と
し
て
、
関

（
３
）
ま
た
、
こ
の
法
律
の
執
行
と
の
関
連
に
お
け
る
役
割
は
、
包
括
的
な
ハ
ザ
ー
ド
評
価
や
曝
露
評
価
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
に
つ
い
て
協
力
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
結
果
と
し
て
他
の
法
規
の
危
険
有
害
化
学
物
質
の
定
義
に
該
当
す
る
化
学
物
質
を
新
た
に
見
出
し
た
り
、
詳
細
評
価
や
リ
ス
ク
管
理
対
策
の
必
要
性
を

見
出
し
た
り
し
た
場
合
に
、
関
係
省
庁
間
で
具
体
的
な
措
置
に
つ
い
て
協
働
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
２
）
省
庁
間
の
協
働
の
場
の
日
常
的
な
役
割
は
、
化
学
物
質
管
理
に
か
か
わ
る
国
内
外
の
動
向
や
課
題
の
情
報
を
共
有
し
、
国
際
機
関
の
活
動
へ
の
参
画
と
そ

の
決
議
等
へ
の
対
応
、
科
学
的
技
術
的
進
展
や
新
た
な
科
学
的
知
見
へ
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
関
係
省
庁
の
共
通
認
識
を
涵
養
し
協
働
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
に
か
か
わ
る
関
係
省
庁
間
の
協
議
・
調
整
を
円
滑
に
遂
行
し
協
働
を
確
保
す
る
場
を
常
設
し
、
事
業
者
、
労
働
者
、
消
費
者
お
よ
び

市
民
な
ど
と
の
情
報
共
有
や
協
働
を
確
実
に
す
る
た
め
そ
の
下
に
課
題
に
応
じ
て
作
業
部
会
を
設
置
す
る
。 

（
２
）
こ
の
行
政
機
関
の
名
称
は
「
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
」
と
し
、
こ
の
法
律
の
執
行
を
一
元
的
に
担
う
執
行
部
門
に
加
え
て
、
化
学
物
質
総
合
管
理
に
か
か
わ
る
政

策
の
企
画
立
案
及
び
国
内
外
の
科
学
的
技
術
的
進
展
や
政
策
的
動
向
の
調
査
を
総
括
す
る
企
画
調
査
部
門
を
設
置
す
る
。 

（
１
）
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
化
学
物
質
総
合
管
理
を
包
括
的
に
所
掌
す
る
行
政
機
関
を
新
た
に
設
置
し
、
現
在
、
省
庁
に
分
散
し
て
い
る
関
連
事
務
を
整
理
し
て
統
合

す
る
。 
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連
国
際
機
関
の
活
動
へ
の
参
加
を
社
会
各
層
に
広
く
開
放
す
る
。 

 
三
．
総
合
評
価
機
関
の
設
置 

 

四
．
他
の
評
価
機
関
等
と
の
連
携 

（
２
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
ま
た
、
取
扱
化
学
物
質
の
人
又
は
環
境
へ
の
影
響
の
リ
ス
ク
評
価
の
結
果
と
そ
れ
に
基
づ
き
実
施
し
た
リ
ス
ク
管
理
対
策
の
妥

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
科
学
的
知
見
の
充
実
及
び
科
学
的
方
法
論
の
向
上
の
た
め
、
化
学
物
質
の
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
及
び
リ
ス
ク
評
価
に

関
係
す
る
国
内
外
の
政
府
、
学
界
、
産
業
界
そ
の
他
関
係
者
と
の
情
報
共
有
お
よ
び
協
働
を
確
保
し
て
、
化
学
物
質
と
生
物
の
相
互
作
用
の
評
価
方
法
、
合

理
的
な
有
害
性
予
測
手
法
、
疫
学
的
調
査
方
法
な
ど
の
調
査
・
研
究
開
発
活
動
を
促
進
し
調
整
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
。 

（
６
）
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
は
、
取
扱
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
評
価
・
管
理
に
係
る
情
報
管
理
基
盤
を
構
築
し
そ
れ
を
運
用
す
る
。
そ
の
情
報
管
理
基
盤
に
は

国
内
外
の
関
連
機
関
と
の
相
互
ア
ク
セ
ス
を
可
能
と
す
る
機
能
を
付
与
す
る
。 

（
５
）
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
は
、
文
書
化
し
た
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
及
び
リ
ス
ク
評
価
の
手
法
や
手
続
き
を
科
学
技
術
の
進
展
に
適
合
さ
せ
る
た
め
、

人
と
環
境
へ
の
影
響
を
評
価
す
る
手
法
等
の
進
展
、
高
懸
念
化
学
物
質
に
対
す
る
代
替
物
質
又
は
代
替
技
法
の
開
発
、
あ
る
い
は
新
た
に
見
出
さ
れ
た
人
又

は
環
境
へ
の
影
響
な
ど
の
科
学
的
知
見
に
つ
い
て
広
範
に
調
査
を
行
う
。 

（
４
）
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
は
、
化
学
物
質
の
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
、
初
期
リ
ス
ク
評
価
及
び
詳
細
リ
ス
ク
評
価
に
必
要
と
な
る
既
存
の
方
法
論
等

を
効
率
的
に
活
用
す
る
た
め
、
人
と
環
境
へ
の
す
べ
て
の
影
響
に
関
し
て
利
用
で
き
る
評
価
の
手
法
及
び
手
続
き
に
つ
い
て
広
範
に
調
査
し
、
そ
れ
ら
に
基

づ
き
評
価
の
手
法
及
び
手
続
き
を
文
書
化
し
て
公
表
す
る
。 

（
３
）
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
に
は
、
欧
米
の
評
価
機
関
に
お
け
る
人
員
の
規
模
及
び
質
を
参
考
に
し
て
、
ハ
ザ
ー
ド
や
リ
ス
ク
の
主
要
な
評
価
要
素
で
あ
る

毒
性
試
験
や
疫
学
調
査
の
評
価
、
人
と
環
境
の
曝
露
の
評
価
、
化
学
物
質
の
リ
ス
ク
評
価
な
ど
の
経
験
を
有
し
、
国
際
的
な
動
向
に
精
通
し
た
充
分
な
人
員

を
確
保
す
る
。 

（
２
）
総
合
評
価
機
関
の
名
称
は
「
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
」
と
し
、
主
な
機
能
部
門
と
し
て
、
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
、
リ
ス
ク
評
価
及
び
デ
ー
タ
・

情
報
管
理
の
業
務
を
担
当
し
て
法
制
度
を
執
行
す
る
評
価
部
門
、
毒
性
、
生
態
毒
性
、
体
内
動
態
、
ト
キ
シ
コ
ゲ
ノ
ミ
ク
ス
、
環
境
中
挙
動
、
曝
露
分
析
、

疫
学
な
ど
関
係
す
る
広
範
な
科
学
・
技
術
領
域
の
進
展
を
専
門
的
に
調
べ
て
評
価
部
門
を
支
え
る
調
査
部
門
、
事
業
者
間
及
び
事
業
者
と
政
府
の
間
の
情
報

の
共
有
化
を
円
滑
に
し
つ
つ
情
報
の
社
会
へ
の
公
開
を
促
進
す
る
情
報
管
理
基
盤
を
構
築
し
運
用
す
る
情
報
部
門
並
び
に
化
学
物
質
総
合
管
理
に
精
通
し
た

専
門
的
人
材
を
育
成
す
る
事
業
に
加
え
て
教
養
教
育
を
支
援
す
る
教
育
部
門
を
設
置
す
る
。 

（
１
）
こ
の
法
律
に
基
づ
き
当
事
者
が
提
出
す
る
技
術
資
料
の
評
価
、
人
と
環
境
に
対
す
る
ハ
ザ
ー
ド
の
評
価
と
分
類
、
人
と
環
境
の
曝
露
の
評
価
、
人
と
環
境

へ
の
影
響
の
初
期
リ
ス
ク
評
価
及
び
リ
ス
ク
管
理
の
方
策
の
確
定
な
ど
に
か
か
わ
る
業
務
、
並
び
に
取
扱
化
学
物
質
に
か
か
わ
る
科
学
技
術
情
報
の
管
理
を

包
括
的
に
担
当
す
る
総
合
評
価
機
関
を
設
置
し
、
現
在
、
省
庁
及
び
独
立
行
政
法
人
な
ど
に
分
散
し
て
い
る
関
連
機
能
を
整
理
し
て
統
合
す
る
。 
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当
性
に
つ
い
て
、
作
業
者
、
消
費
者
等
の
疫
学
的
調
査
、
中
毒
情
報
、
環
境
生
物
や
生
活
環
境
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
デ
ー
タ
な
ど
を
活
用
し
て
確
認
す
る
。 

 第
五
章 

雑
則 

 

こ
の
法
律
の
実
効
性
お
よ
び
運
用
の
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
、
雑
則
と
し
て
以
下
の
事
項
を
規
定
す
る
。 

 

一
．
当
事
者
の
営
業
上
の
機
密
情
報
及
び
財
産
権
の
保
護
と
補
償 

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
化
学
物
質
管
理
の
実
態
調
査
、
取
扱
化
学
物
質
や
新
規
化
学
物
質
等
の
評
価
及
び
情
報
の
公
開
に
お
い
て
、
当
事
者
が
提

出
す
る
情
報
の
営
業
上
の
機
密
を
保
護
す
る
措
置
及
び
当
事
者
が
費
用
を
か
け
て
取
得
し
た
情
報
の
財
産
権
を
保
護
し
補
償
す
る
措
置
を
定
め
る
。 

（
２
）
た
だ
し
、
営
業
上
の
機
密
情
報
を
保
護
す
る
事
業
者
の
権
利
は
、
危
険
有
害
化
学
物
質
に
関
す
る
情
報
に
対
す
る
労
働
者
、
消
費
者
お
よ
び
社
会
の
知

る
権
利
と
均
衡
さ
せ
る
。 

 二
．
社
会
の
意
見
集
約
の
場
の
設
置 

 

化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
こ
の
法
律
の
執
行
あ
る
い
は
化
学
物
質
総
合
管
理
に
か
か
わ
る
政
策
等
に
つ
い
て
、
事
業
者
、
労
働
者
、
消
費
者
、
市
民
な
ど

社
会
各
層
と
意
見
交
換
を
行
い
、
認
識
の
共
有
化
を
図
り
取
組
み
の
方
向
性
を
明
確
に
す
る
場
を
設
置
す
る
。 

 

三
．
専
門
人
材
育
成
と
教
養
教
育 

 

四
．
化
学
物
質
総
合
管
理
中
期
計
画
の
策
定
及
び
年
次
報
告
書
の
公
表 

（
２
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
こ
の
法
律
の
執
行
状
況
を
含
め
て
、
化
学
物
質
総
合
管
理
中
期
計
画
に
基
づ
く
取
組
み
の
現
況
、
国
内
外
の
化
学
物
質
総

（
１
）
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
は
、
化
学
物
質
総
合
管
理
の
実
効
性
、
効
率
性
及
び
整
合
性
を
計
画
的
に
改
善
す
る
た
め
、
関
係
省
庁
と
の
協
働
の
下
、
事
業

者
、
労
働
者
、
消
費
者
、
市
民
な
ど
当
事
者
の
参
加
を
得
て
、
国
際
的
合
意
に
準
拠
し
て
化
学
物
質
総
合
管
理
の
現
状
を
分
析
し
、
改
善
の
た
め
の
課
題

を
明
確
に
す
る
化
学
物
質
総
合
管
理
中
期
計
画
を
策
定
し
、
５
年
ご
と
に
見
直
し
て
改
訂
す
る
。 

（
３
）
政
府
は
ま
た
、
国
際
的
な
デ
ー
タ
相
互
受
入
れ (M

A
D

) 
や
評
価
相
互
受
入
れ (M

A
A

ま
た
はM

A
N

ｓ)

に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
化
学
物
質

管
理
の
事
務
に
携
わ
る
化
学
物
質
総
合
管
理
庁
の
行
政
官
お
よ
び
化
学
物
質
総
合
評
価
機
構
の
職
員
に
つ
い
て
化
学
物
質
総
合
管
理
の
研
修
な
ど
を
行
い

国
際
的
水
準
に
達
す
る
よ
う
そ
の
能
力
の
向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
広
く
社
会
の
協
力
を
得
て
必
要
な
人
員
の
増
強
を
図
る
。 

（
２
）
政
府
は
、
化
学
物
質
総
合
管
理
に
関
す
る
教
養
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
学
校
教
育
や
社
会
人
教
育
を
強
化
す
る
。 

（
１
）
政
府
は
、
化
学
物
質
総
合
管
理
に
精
通
し
、
化
学
物
質
の
ハ
ザ
ー
ド
評
価
、
曝
露
評
価
、
リ
ス
ク
評
価
及
び
リ
ス
ク
管
理
の
実
務
を
担
い
う
る
専
門
家

を
養
成
す
る
人
材
育
成
体
制
を
強
化
す
る
。 
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合
管
理
に
か
か
わ
る
動
向
、
今
後
の
課
題
と
取
組
み
の
方
向
な
ど
を
記
述
し
た
報
告
書
を
毎
年
度
作
成
し
公
表
す
る
。 

 
第
六
章 

関
連
法
規
の
一
部
整
理
・
統
合 

 

こ
の
法
律 (

以
下
、
新
法
と
い
う
。) 

の
制
定
に
伴
い
現
行
関
連
法
規
の
一
部
を
整
理
・
統
合
す
る
た
め
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
。 

 

一
．
関
連
法
規
に
お
け
る
危
険
有
害
物
の
ハ
ザ
ー
ド
分
類
規
準
の
統
一
性
確
保 

 

新
法
に
お
い
て
は
社
会
で
取
り
扱
わ
れ
る
全
て
の
化
学
物
質
の
人
及
び
環
境
に
対
す
る
危
険
有
害
性 (

ハ
ザ
ー
ド) 

を
国
際
的
に
整
合
し
た
ハ
ザ
ー
ド
分

類
規
準 (G

H
S) 

に
照
ら
し
て
包
括
的
に
分
類
す
る
。
化
学
物
質
の
ハ
ザ
ー
ド
分
類
が
関
連
法
規
の
間
で
異
な
る
こ
と
は
当
事
者
間
の
相
互
認
識
お
よ
び
国
際

貿
易
上
の
支
障
と
な
り
う
る
た
め
、
関
連
法
規
に
お
け
る
規
制
対
象
物
質
の
指
定
等
は
、
物
理
的
ハ
ザ
ー
ド
の
場
合
を
含
め
て
、
新
法
に
お
け
る
ハ
ザ
ー
ド
分

類
結
果
に
基
づ
い
て
行
う
よ
う
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て
新
法
に
よ
る
制
度
に
一
元
化
す
る
。 

 

ニ
．
関
連
法
規
に
お
け
る
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
交
付
制
度
の
新
法
へ
の
移
管 

 

現
在
、
毒
物
劇
物
取
締
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
化
学
物
質
管
理
促
進
法
に
分
立
し
つ
つ
重
複
し
て
い
る
化
学
物
質
等
に
係
る
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト 

(SD
S) 

交
付
制
度
は
、
新
法
に
規
定
さ
れ
る
国
際
的
に
整
合
し
た
交
付
制
度
と
重
複
す
る
た
め
、
い
ず
れ
の
制
度
も
新
法
の
制
度
に
統
合
す
る
。 

 

三
．
関
連
法
規
に
お
け
る
危
険
有
害
物
容
器
・
包
装
の
ラ
ベ
ル
表
示
規
準
の
統
一
性
確
保 

 

現
在
関
連
法
規
に
規
定
さ
れ
る
危
険
有
害
物
の
容
器
・
包
装
の
ラ
ベ
ル
表
示
規
準
に
関
し
て
も
、
そ
の
書
式
等
が
関
連
法
規
の
間
で
異
な
る
こ
と
は
当
事
者

間
の
相
互
認
識
お
よ
び
国
際
貿
易
上
の
支
障
と
な
り
う
る
た
め
、
物
理
的
ハ
ザ
ー
ド
の
場
合
を
含
め
て
、
新
法
に
お
け
る
ハ
ザ
ー
ド
分
類
結
果
と
ラ
ベ
ル
表
示

規
準
に
基
づ
い
て
行
う
よ
う
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
原
則
と
し
て
新
法
に
よ
る
制
度
に
一
元
化
す
る
。 

 

四
．
関
連
法
規
に
お
け
る
新
規
化
学
物
質
審
査
制
度
の
新
法
へ
の
移
管 

 

現
在
、
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
化
学
物
質
審
査
規
制
法
に
規
定
さ
れ
る
新
規
化
学
物
質
審
査
制
度
は
、
内
容
的
に
若
干
の
差
違
は
あ
る
も
の
の
類
似
し
た
制

度
で
あ
り
、
新
法
に
規
定
さ
れ
る
包
括
的
な
新
規
化
学
物
質
等
の
評
価
制
度
と
重
複
す
る
た
め
、
両
制
度
を
新
法
の
制
度
に
統
合
す
る
。 

 

五
．
毒
物
劇
物
取
締
法
の
新
法
へ
の
統
合 

 

毒
物
劇
物
取
締
法
の
役
割
は
人
に
対
す
る
毒
性
が
強
い
化
学
物
質
の
取
締
り
に
限
局
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
取
扱
化
学
物
質
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
評
価
・

管
理
の
効
率
性
お
よ
び
実
効
性
の
向
上
の
た
め
、
毒
物
劇
物
取
締
法
の
役
割
を
新
法
に
規
定
さ
れ
る
管
理
制
度
に
統
合
す
る
。 
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六
．
有
害
物
質
含
有
家
庭
用
品
規
制
法
の
新
法
へ
の
統
合 

 

有
害
物
質
含
有
家
庭
用
品
規
制
法
の
役
割
は
人
に
対
す
る
毒
性
が
強
い
化
学
物
質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
取
締
り
に
限
局
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
取
扱

化
学
物
質
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
評
価
・
管
理
の
効
率
性
お
よ
び
実
効
性
の
向
上
の
た
め
、
有
害
物
質
含
有
家
庭
用
品
規
制
法
の
役
割
を
新
法
に
規
定
さ
れ
る
管

理
制
度
に
統
合
す
る
。 

 

七
．
化
学
物
質
審
査
規
制
法
の
抜
本
的
変
更 

 

化
学
物
質
審
査
規
制
法
の
役
割
は
人
及
び
環
境
に
及
ぼ
す
環
境
経
由
の
リ
ス
ク
に
基
づ
く
特
定
化
学
物
質
の
取
締
り
に
限
局
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
社
会
に

流
通
す
る
化
学
物
質
の
審
査
と
規
制
を
行
う
法
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
新
法
の
規
定
事
項
と
類
似
す
る
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

そ
の
た
め
新
法
と
化
学
物
質
審
査
規
制
法
の
類
似
性
を
解
消
す
る
た
め
、
化
学
物
質
審
査
規
制
法
の
事
前
審
査
に
係
る
規
定
を
新
法
に
統
合
し
、
主
な
規
制

内
容
を
残
留
性
有
機
汚
染
物
質 (PO

Ps) 

に
係
る
国
際
条
約
に
対
応
す
る
法
律
に
変
更
す
る
。 
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